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東陽テクニカ コンプライアンス 

 

１．人権の尊重、差別・セクシャルハラスメント・パワーハラスメント等の禁止           

（１） 人権を尊重し、人種、性別、年齢、心身の障害、信条、宗教、国籍、出身などを以って差別を行

ってはいけません。また、このような差別を許してはいけません。 

（２） セクシャルハラスメントをしてはいけません、また許してはいけません。年齢や性別に関係なく

「性的に不快に感じる言動」により働きづらい状況が生まれていれば、それがセクシャルハラス

メントです。 

（３） パワーハラスメントを行ってはいけません、また許してはいけません。「職権等のパワーを背景

にして､本来の業務の範躊を超えて､継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い､就業者の働く環

境を悪化させ､あるいは雇用不安を与えること」がパワーハラスメントです。 

（４） 妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメントを行ってはいけません、また許してはいけませ

ん。「妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動、嫌がらせ、解雇その

他不利益な取扱いを示唆する行為等」が該当します。 

（５） 労働に関する法令を遵守し、良好な職場環境を作るために絶えず努力をしなければなりません。 

 

【主な関係法令等】 憲法、世界人権宣言、国際人権規約、ILO国際労働基準、労働基準法、男女
雇用機会均等法、障害者雇用促進法 

【社内規則】 従業員就業規則、育児･介護休業制度規則 
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２． 独占禁止法および関連諸法の遵守                            

（１） 私的独占の禁止 

単独あるいは他の事業者と連携して、他の事業者の事業活動を排除したり支配したりすること

により、市場における競争を制限してはいけません。 

（２） 不当な取引制限の禁止 

①カルテルの禁止：他の事業者と話し合い、価格、数量、取引先、取扱地域、実施時期等について取

り決めを行ったり､取り決めを指示､教唆､幇助または容認したりしてはいけません｡また、他の事業者

との間でそのような取り決めに繋がる情報交換をしてはいけません。 

②入札談合の禁止：入札参加者同士が話し合うことにより、落札者・落札価格を決定したり、決定を

指示、教唆、幇助または容認したりしてはいけません。また、入札参加者同士でそのような決定に

繋がる情報交換をしてはいけません。 

（３） 不公正な取引方法の禁止 

①共同ボイコット：他の企業と共同で取引拒絶を行ったり、行わせたりしてはいけません。 

②不当廉売：商品またはサービスを、製造・仕入原価等より著しく低い対価で供給することによっ

て、他の企業の事業活動を困難にさせてはいけません。 

③再販売価格の拘束：取引の相手とその取引先との自由な価格の決定を拘束してはいけません。 

（４） 下請法の遵守：下請事業者と製造・加工委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託

取引を行う場合、下請法を遵守しなければなりません。 

下請法で規制される行為 

＜４種類の義務＞ 

①発注書面の交付、②書類作成･保存、③支払期日の指定、④遅延利息の支払 

＜11種類の禁止事項＞ 
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①受領拒否、②支払遅延（物品等の受領後 60日以内）、③代金減額、④返品、⑤買叩き、⑥物品の購

入強制､役務の利用強制、⑦報復措置、⑧有償品代金等の対価の早期決済、⑨割引困難な手形交付、 

⑩不当な経済上の利益提供要請、⑪不当な給付内容の変更･やり直し 

 

【主な関係法令等】 独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法（下請法）、不公正な取引方法（公正
取引委員会告示第 15号） 

 

３． 不正競争の禁止                                    

（１） 窃盗、詐欺、強迫その他不正な手段により他人の営業秘密を取得（不正取得行為）し、使用し

てはいけません。また、不正取得行為が介在したことを知って他人の営業秘密を取得してはい

けません。 

（２） 他社の商号、商標、標章などとして広く認識されているものと同一または類似の表示をしては

いけません。日本および外国の国旗、紋章などと同一または類似のものを無断で商標として使

用してはいけません。 

（３） 商品・役務またはその広告等にその原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量等について、

虚偽あるいは誤認させるような表示をしてはいけません。虚偽の事実により競合先の信用を害

するようなことをしてはいけません。 

（４） 不当な景品類の提供や不当な表示を行ってはいけません。 

 

【主な関係法令等】 不正競争防止法、不当景品類及び不当表示防止法（景表法） 
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４． 安全保障貿易管理                                   

（１） 日本の輸出管理法令等への対応：安全保障貿易管理の対象は、「貨物の輸出」、「技術の提

供・輸出」および「仲介貿易取引」で、貿易取引を行うにあたっては、日本の輸出管理法令等

を遵守しなければなりません。このため､安全保障貿易管理規程および安全保障貿易管理実施

要領に定める手続きを履行することが必要です。 

（２） 米国の再輸出規制への対応：米国は輸出管理法令にて米国外への域外適用を行っていますの

で、特に米国品を日本から再輸出もしくは第三国へ仲介貿易取引をする場合には、同国の輸出

管理法令に注意を払うことが必要です。 

 

【主な関係法令等】 外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替令、安全保障貿易管理
規程、安全保障貿易管理実施要領 

【社内規則】 安全保障貿易管理規則、安全保障貿易管理要領、輸出・再輸出審査手続きマ
ニュアル 

 

５． 製品安全管理                                     

（１） 製品・サービスを市場に提供するにあたり、品質と安全の保証に万全を期さなければなりませ

ん。また、製品およびその使用方法に関する情報を分かりやすい表示・記載で正確に提供し事故

の防止に努め万一、事故が生じたときは、迅速かつ適切に対応しなければなりません。 

 

【主な関係法令等】 製造物責任法（PL法）、電気用品安全法、医薬品医療機器等法、電波法など 

  



 

5 

 

６． 知的財産権関連諸法                                  

（１） 第三者の業務上の機密情報を違法に入手してはいけません。また、第三者の知的財産権を尊重し

なければなりません。無断で第三者のソフトウェアをコピーしたり転売したりしてはいけませ

ん。 

 

【主な関係法令等】 特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法 
【社内規則】 ソフトウェア管理規則 

 

７． 贈収賄の禁止および贈答・接待等                            

（１） 贈収賄等の禁止 

①国内・海外を問わず、公務員に対して不正に金銭その他の利益を供与したり、その申し出をした

り、その約束をしてはいけません。また、他者によるそのような行為を助けたり、謀議に参加し

たりしてはいけません。 

②国立大学の教員から業務に関係する指導を受けたり､大学との共同研究等に参画したりする場合に

は､対価の支払方法も含め､大学の所定の手続きをよく確認したうえで､大学を通じて行わなければ

なりません。各大学が定める倫理規程や承認手続きを確認することなく、教職員個人に金品を提

供してはいけません。 

③当社が契約するエージェント、コンサルタント等が、国内外の政府機関その他の顧客に対し金銭､

その他の利益を供与することを指示、教唆、幇助あるいは黙認してはいけません。また、これを

知りながらエージェント等に手数料・対価を支払ってはいけません。エージェント等と契約する

ときは、事前に調査・確認すると共に、反贈収賄条項を契約書に記載しなければなりません。 

④国内外の他の事業者の役員、社員に対し、不正な職務行為を依頼する目的で利益を供与したり、そ

の申し出をしたり、その約束をしてはいけません。同様に他の事業者からの金銭、その他の利益

供与の申出に応じてはいけません。 

（２） 過剰な接待等の禁止 
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①公務員に対して国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程、その他の各官公庁等で定める同種の規程

等に抵触する贈答･接待は行ってはいけません。国家公務員ではなくても､国立大学の役職員は､法

令上の「みなし公務員」に該当し、贈収賄罪が適用される場合がありますので、倫理規定等に抵

触する贈答、接待を行ってはなりません。 

②取引先の役員または社員に対し、社会通念の範囲を超える金品、接待その他の経済的利益の供与を

行ってはいけません。 

 

【主な関係法令等】 刑法、会社法、不正競争防止法、国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程、
米国海外腐敗行為防止法・英国贈収賄法 など 

 

８． 反社会的勢力への利益供与の禁止                            

（１） 暴力団等、反社会的勢力とは物品の売買やサービスの提供のみならず一切の取引をしてはいけま

せん。反社会的勢力と疑われる者から連絡があった場合､氏名､所属団体､所在などを確認、話の

内容は録音するかメモをとり､彼らの要求に即答したり、約束したりしないようにしてくださ

い。 

 

【主な関係法令等】 暴力団対策法、暴力団排除条例 
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９． 環境保全                                       

（１）業務活動を行うに当たっては、地球環境への配慮を忘れず、環境負荷の削減・低減に向けて、資

源の有効な活用と節約などに関する法令を順守、省エネルギー、省資源、廃棄物削減、グリーン

購入および効率的業務の推進に取り組まなければなりません。 

（２）地域社会の一員として環境保全、社会貢献等地域の調和と発展に努める必要があります。 

 

【主な関係法令等】 環境基本法、循環型社会形成推進基本法、地球温暖化対策の推進に関する法
律、エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）、大気汚染防止
法、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総
量の削減等に関する特別措置法（自動車ＮＯＸ・ＰＭ法）、悪臭防止法、水
質汚濁防止法、騒音規制法、土壌汚染対策法、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律（廃棄物処理法）、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
（バーゼル法）、資源の有効な利用の促進に関する法律、労働安全衛生法、
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（ＰＣＢ
処理法）、消防法、Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標
SDGs） など 

 

１０． インサイダー取引規制                                 

（１） 職務上の立場から知り得た、また職務上の立場を利用して取引先等から知った未公開情報に基づ

く株式や社債など証券の売買（インサイダー取引）を行ってはなりません。 

 

【主な関係法令等】 金融商品取引法 
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１１． 情報の適切な管理                                   

（１） 機密情報は、許可なく社外に開示したり、自己のために使用したりするなど、不正に使用しては

いけません｡また､退職後といえども､職務上知り得た会社の機密情報を漏洩したり、自己または

他人のために利用したりしてはいけません。 

（２） 機密情報は、その機密度に応じて適切に管理し、漏洩がないよう万全の措置を講じなければなり

ません。 

（３） 個人情報は目的内の利用に限定し、本人の承諾および正当な理由なく第三者に提供してはなりま

せん。また、不正侵入、紛失、改ざん、漏洩等がないよう、個人情報の保護に関する法令を遵守

し厳重かつ適正に管理しなければなりません。なお、個人情報は生存する個人に関し、氏名、生

年月日等により特定の個人を識別可能な情報であり、名刺から得られる程度の情報であっても個

人情報に該当します｡ 

（４） マイナンバーをその内容に含む個人情報（特定個人情報等）を取り扱う部署は人事部門に限定し

ます。また、第三者に特定個人情報等の取扱いを委託する場合には、適正に取り扱うよう監督し

なくてはなりません。 

 

【主な関係法令等】 個人情報の保護に関する法律、刑法、不正競争防止法、行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法） 

【社内規則】 企業機密管理規則、個人番号及び特定個人情報取扱規定、株式会社東陽テク
ニカ個人情報保護規則、情報セキュリティポリシー、情報システム業務管理
規則、情報システム委員会規則、役職員等の個人情報保護規則、文書管理規
則 
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１２． 適正な経理処理・税務申告と適正な会社情報の開示                    

（１） 事業活動に伴う会計記録や財務報告について、常にその正確性に努め、意図的な改ざん、あるい

は改ざん行為への関与はしません。事実に反する取引報告､実績報告、事実と異なる(使用目的を

偽った)経費請求､架空請求などは許されません。 

 

【主な関係法令等】 企業会計原則、金融商品取引法、会社法、会社法施行規則、税法、など 

 

１３． 利益相反行為等の禁止                                 

（１） 製品、設備、備品、情報、知的財産等の有形・無形の会社資産を私的利益や、不正の目的を持っ

て利用してはいけません。なお電話､Ｅメール､インターネット､コンピュータ､ＦＡＸなどは､業

務に使用するために会社が従業員に貸与しているもので、不正使用や情報漏洩防止の必要から､

会社は社員の利用状況を確認することもあります。 

（２） 職務上の地位を利用して金品の貸借関係を結んだり、贈与、便宜を受けたりしてはいけません。 

（３） 在籍のまま他の事業所の役員または従業員になったり、営利を目的とする事業を営んだりする場

合は、あらかじめ会社の承認を得なければなりません。公職に就き、または立候補する場合並び

に講演、文筆活動などを行う場合も同様です。 

（４） 常に公私の別をわきまえ、会社における地位や立場を個人的な利益のために利用してはいけませ

ん。 

 

【主な関係法令等】 会社法 

 


